
 
 

契約変更理由書 

神戸市 

 

 

請 負 工 事 名 

 

HAT神戸照明設備改修工事 

 契約変更後の請負工事概要 

1. 各種照明器具の種類、数量の変更 

2. 転落防止柵照明器具の一部取止め 

3. テープライトの施工方法の変更 

4. 絶縁不良ケーブルの取り替え 

5. アート作品用ライトアップ照明器具の追加 

6. 土工事の追加 

 契約変更の理由 

1. 関係各所との協議の結果、ハーバーウォーク及び公園の景観を保全することとなり、照明デ

ザイナーから提供された新たなデザイン案に基づき、照明器具の種類及び数量などの変更を

行うため。 

2. 別途土木工事により浮桟橋を設置することに伴い、干渉する照明器具の新設を取止める必要

があるため。 

3. ハーバーウォーク部のテープライト施工に伴い掘削作業を行う予定だったが、詳細な調査の

結果、掘削予定箇所がコンクリート製デッキであると判明したため、施工方法及び数量の変

更を行う。 

4. 現場調査において、既設ケーブルの絶縁不良が判明し、ケーブルを再使用することが危険で

あるため。 

5. 企画調整局及び兵庫県の企画により、円形広場及び芝生広場北側雑木林部にアート作品に設

置することに伴い、本工事によりライトアップ照明器具の設置を行うことになったため。 

6. 当初予定していた別途土木工事による掘削作業が諸事情により行えなくなったため、土木工

事で施工しない範囲を本工事で実施する。 

 

以上 

 

 

 


